
令和８年度大分県障がい者優先調達推進方針 
 

１ 目 的 
この方針は、「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律」

第９条第１項の規定に基づき、障がい者就労施設等（別紙１(１)）で就労する障がい者の
自立の促進に資するため、県の事務・事業の実施に伴い行う、物品及び役務（以下「物品
等」という。）について、障がい者就労施設等からの調達の推進等を図ることを目的として
策定する。 
 

２ 適用範囲 
この方針は、県のすべての機関（実行委員会等（別紙１（２））を含む）に適用する。 

 
３ 調達目標 

令和８年度の障がい者就労施設等からの物品等の調達目標については、令和７年度の実
績見込額を超える額（89,000 千円）とする。 

 
４ 調達推進の方法 

（１）本方針に基づき障がい者就労施設等から調達を行う物品等は、別紙２のとおりと
し、とりわけ名刺印刷については、原則、障がい者就労施設等から調達を行うもの
とする。また、行事に伴う弁当発注についても、できる限り障がい者就労施設等か
ら調達を行うものとする。 

（２）各発注機関が障がい者就労施設等から物品等の調達を円滑に実施できるよう、基
礎的な資料として、障がい者就労施設が受注可能な業務を県庁ホームページ（※１）
に掲載し、情報提供する。 

※１ 障がい者就労施設等の物品・役務の一覧表（障害者社会参加推進室 HP） 
https://www.pref.oita.jp/soshiki/12370/jusanseihin.html 

（３）障がい者就労施設等から調達する物品等の大量発注や新規発注については、一般
社団法人おおいた共同受注センターを積極的に活用し、物品等の調達の推進を図る。 

 
５ 調達実績の公表について 

本方針に基づく物品等の調達について、当該年度終了後、遅滞なく実績を取りまとめ、
公表する。  

https://www.pref.oita.jp/soshiki/12370/jusanseihin.html


（別紙１） 
 

（１） 本方針の対象となる障がい者就労施設等  
ア  「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」等に基づく事

業所・施設等 
就労移行支援事業所 
就労継続支援事業所(Ａ型・Ｂ型) 
生活介護事業所 
障がい者支援施設（就労移行支援、就労継続支援、生活介護を行うものに限る） 
地域活動支援センター 
小規模作業所 

イ 障がい者多数雇用企業 
・「障害者の雇用の促進等に関する法律」上の特例子会社 
・重度障がい者多数雇用事業所 
①障がい者の雇用者数が５人以上 
②障がい者の割合が従業員の２０％以上 
③雇用障がい者に占める重度身体障がい者、知的障がい者及び精神障がい者の

割合が３０％以上 
ウ 在宅就業障がい者等 

自宅等において物品の製造、役務の提供等の業務を自ら行う障がい者 
（在宅就業障がい者） 
在宅就業障がい者に対する援助の業務等を行う団体（在宅就業支援団体） 

 
（２）本方針の対象となる実行委員会等 

県庁内に事務局があり、県の予算を財源とするイベントを実施するための実行
委員会等 

〔具体例〕 
・大分県パラスポーツ協会（福祉保健部） 
・大分県農林水産祭実行委員会（農林水産部） 
・大分県県民体育大会実行委員会（教育庁） 

※具体例以外にも、県庁内に事務局があり県の予算を財源とする実行委員会に
ついては、各部局の判断で対象として差し支えない。 



(別紙２)

業 務 主な調達所属
各種印刷物
（名刺印刷、資料印刷等）

・本庁各課及び各地方機関

弁当、お茶、コーヒー ・各該当機関（随時）

敬弔板 ・各該当機関（随時）

記念品
（ストラップ、キーホルダー等）

・各該当機関（随時）

庁用物品
（エコバッグ等）

・各該当機関（随時）

啓発用物品
（マグカップ等）

・各該当機関（随時）

園芸資材
（花苗、野菜苗等）

・各該当機関（随時）

その他（消耗品、備品等） ・各該当機関（随時）

庁舎敷地除草・清掃業務
・各地方機関（振興局、保健所等）
・教育庁の各関係機関
・各警察署等

庁舎敷地内樹木管理業務
・用度管財課及び各地方機関
（振興局、保健所等）
・各県立高校及び県立支援学校

県有地、住宅等除草 ・各該当機関（随時）

校舎除草・清掃業務 ・各県立高校及び県立支援学校

点字資料等作成 ・各該当機関（随時）

クリーニング
・各地方機関（振興局、保健所等）
・各警察署
・県立支援学校

データ入力作業 ・各該当機関（随時）

緑化用苗木配布作業 ・各該当機関（随時）

食器等の洗浄及び
梱包業務

・各該当機関（随時）

その他業務
（手話通訳、封入作業、プランター管理等等）

・各該当機関（随時）

障がい者就労施設等から調達を行う物品等一覧
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令和８年度大分県障がい者優先調達推進方針 

 
 
１. 令和８年度調達方針 

（1） 適用範囲 

実行委員会等（県庁内に事務局があり県の予算を財源とするもの）を含む県のすべての機関 
＜参考＞行政企画課が把握している「団体業務に県職員が携わる団体」約１７０団体 

 
（2） 調達目標 

８９，０００千円 

 
【目標設定の考え方】 

Ｒ７年度見込み額（88,834 千円）を超える額 

 

 

 

 
 
２．発注拡大に向けたポイント等 

＜部局内各所属に優先調達の周知徹底＞  

  ◎200 万円以下の随意契約の場合、可能な限り見積先に障がい者施設を加えることを徹底 

（R7.4 に随意契約可能額が 100 万円→200 万円に引き上げ） 

  ◎イベントや会議等を開催する際におけるチラシ、パンフレット、啓発グッズ、記念品等（ボール 

ペン印字等）の積極的な発注 

◎民間企業の発注から福祉施設への発注に切り替えの検討 

（切り替えた事例：除草作業 啓発用タオル製造委託 衣服クリーニング 会議用弁当発注 など） 

◎人事異動に伴う名刺印刷、10 万円未満の印刷発注などは必ず障がい者施設へ発注 

   ◎けんちようのパン屋さん（おおいた共同受注センター）の活用 

    

   ※発注業務内容や見積依頼先の相談は おおいた共同受注センター で対応します。 

                      電話 097-529-7622 

（単位：千円）

年度 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7(見込）

目標額 55,000 72,000 75,000 77,000 77,000 80,000 80,000

実績額 82,742 75,789 78,749 76,186 87,566 87,794 88,834


